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2002年のいわゆる乗合バス事業の規制緩和以降，全国各地で地域公共交通計画が策定されている．その

策定にあたっては，活動ニーズではなく活動機会に着目することが重要であるとともに，提供される公共

交通サービスによって保障される活動機会とそれに対する負担の組合せを住民が選択することが重要であ

る．筆者らは，その考えに基づき，地域公共交通計画の枠組みを提案してきたが，それが実践された計画

はまだ少ない． 
そうした中で，奈良県生駒市で策定された地域公共交通計画は，筆者らの提案の趣旨に沿って立案され

たものであり，高齢化が急速に進展する中で，今後の計画の指針ともなる内容を備えている．本稿は，そ

の内容を示すとともに，立案された計画の意義や提案した枠組みの有用性について，実証的な視点から考

察を行うものである． 
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1. はじめに 

 

高齢社会が到来し，公共交通を必要とする高齢者が増

加する中，現在のような自動車利用を前提とした生活や

まちづくりを進めていけば，公共交通の衰退とともに地

域全体が衰弱しかねない．このような事態を回避するた

めには，公共交通の再生を通じた地域の活性化を図るこ

とが重要であり，現在，多くの自治体が地域の公共交通

を維持するための計画策定や様々な取り組みを進めてい

る． 

その際，個々の問題に対する対症療法的に個別の公共

交通計画を具体化するだけでは，当該路線の利用者以外

の市民の多くにとって他人事の計画となってしまい，公

共交通の再生や地域の活性化は達成できない．地域の公

共交通の問題点を明確化するとともに，地域の目指すべ

き方向を示し，関連諸計画との整合も図った総合的な視

点から地域公共交通を立案することが望まれる． 

こうした認識のもとで筆者らは，地域公共交通計画は，

地域が目指すべき将来の姿を実現するために公共交通が

分担すべき領域とその方法を明らかにしたものであると

捉え，地域公共交通計画を策定するためのフレームワー

クの提案を行ってきた1)．本研究は，提案した枠組みに

基づいて策定した地域公共交通計画に関する実証研究を

通じ，地域公共交通計画を策定する意義や提案したプロ

セスの有効性について考察するものである． 

  

 

2. 地域公共交通計画の枠組み  

 

(1) 既往研究 

地域公共交通計画に関する研究は，これまに多数の蓄

積がある．特に2002年に乗合バス事業の需給調整規制が

廃止されたのを契機に，地域公共交通計画に関する研究

が活発に行われている．竹内2)は需給調整規制の廃止に

先立ち，規制緩和後は自治体の交通政策は大きく変化し，

自治体が公共交通サービスを担う必要が生じることを予

見しているほか，規制緩和に伴う自治体の具体的な取組

みを実証的に分析した研究3)～6)が少なからず行われてい

る．また，森山ら7)，岸・佐藤8)，辻本9)は地域公共交通

計画の策定方法を体系的に示している． 
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  地域公共交通マスタープラン 
望ましい公共交通システ

ムを選ぶための考え方 

地域公共交通計画の策定プロセス 
望ましい公共交通システ

ムの選び方 

地域公共交通計画の内容構成 選んだ結果 

図-2 地域公共交通の全体構成 

図-1 「活動機会」と「負担」の「組合せ」の選択

表-1 地域公共交通マスタープラン 

1.  地域社会における人々の交流構造の把握 
2.  地域における人々のモビリティ計画像 
3.  公共交通確保の基本方針 
4.  公共主体の公共交通政策推進の宣言 
5.  公共交通事業の効率的運営の方針 
6.  地域住民への行動喚起（協働）の呼びかけ 
7. 地域公共交通計画策定への基本姿勢 

活動機会の保障水準
（支払い意思額）

ダイヤ

路線網

車両

運行形態
定時定路線，セミ/フルデマンド，etc.

運行手段
バス，乗合タクシー，自家用有償運
送，タクシー券，etc.

サービス水準
（提供費用）

活動機会の種別
買い物，通院，通学，社交，娯楽，etc.

活動時間

活動機会の質

利用可能価値，存
在価値，外部経済，
利他の実現，etc.

利用者

非利用者

提供者

選択

このうち，辻本らの研究は，和歌山都市圏を対象とし，

英国の地域交通計画（Local Transport Plan）に倣って「和

歌山都市圏交通まちづくり基本計画」という地域公共交

通計画を立案したものである．同計画では，公共交通の

機能の向上，バリアの解消など6つの政策領域に関する

34の達成度指標が設定され，その評価を行う仕組みが築

かれている．  

 

(2) 本研究のアプローチと検討フレーム 

これに対し筆者らは，公共交通利用者の減少に伴い，

乗合バスサービスが民営の事業として成り立たなくなっ

てきた状況について，民間の手に委ねるのみでは社会的

に必要なサービスが十分に供給できないという意味で，

公共交通サービスが「交通産業」から「社会資本」に変

化したと考えている．地域の公共交通サービスを社会資

本と捉えるならば，自治体の責任のもとで効率的かつ効

果的な計画を立案し実施すべきであると考え，地域公共

交通計画の枠組みについて提案してきた1),10)． 

従来の地域公共交通計画に関する研究は，活動ニーズ

に着目するものが多い．しかし，公共交通のサービス水

準が低い地域では，公共交通サービスによって与えられ

る活動機会が貧困であり（例えば行き先や外出可能な時

間が制限される），住民が無意識のうちに貧困な活動機

会に順応し，活動ニーズが切り下げられる可能性がある．

そのような現象の発生可能性が無視できない場合，活動

ニーズのみに着目することは，誰にとっても不可欠な活

動に影響を及ぼす生活交通サービスを計画するにはふさ

わしくないと谷本・喜多11)は述べている．そのため，地

域公共交通計画の立案に際しては，生活の質に密接に関

連する活動機会の確保に着目すべきと筆者らは考えてい

る． 

また，公共交通サービスの提供に際しては，自治体が

予算制約のもとで住民の要望を刈り込むという考え方が

一般的であったが，筆者らは「活動機会の保障とそのた

めの負担の組合せ」を「住民が選択する」という考え方

が重要であると考えてきた． 

住民参加による地域公共交通計画の策定事例について

は，いくつかの報告がなされている12),13) ．しかし，それ

らの報告は，住民が直接公共交通の運営に関わった事例

や，公共交通計画の一部の過程に住民が関与した事例が

主であり，上記の考え方を反映した計画論に基づいて計

画を策定した研究や計画策定事例は，現段階ではあまり

見られない．そこで，筆者らは地域公共交通計画に関す

る新たな枠組みとして，図-1に示すフレームを提案して

きた．詳細は，喜多ら1)，国際交通安全学会10)を参照さ

れたい． 

 

 

(3) 地域公共交通計画の枠組み  

地域公共交通計画の策定は，地域にとって最も望まし

い公共交通システムを選びそれを提示することである．

そのためには，(1)望ましい公共交通システムを選ぶた

めの考え方を明らかにし，(2)その下で望ましい公共交

通システムを適切に選び，(3)選ばれた結果を提示する，

という3つの段階を経ることとなる．筆者らは，これら

を「地域公共交通計画マスタープラン」，「地域公共交

通計画の策定プロセス」，「地域公共交通計画の内容構

成」として整理し，3部構成の計画策定体系として提案

している（図-2参照）． 

最初の段階の「地域公共交通マスタープラン」は「地

域公共交通計画を作るのだ」という宣言であり，表-1に

示す内容で構成される．計画策定の必要性を示すととも

に，計画策定を公共主体が政策として推進するという姿

勢を示すものである． 

地域公共交通計画の策定プロセス（表-2）は，よりよ

い計画を策定するために必要な検討内容を体系的に整理

したものである．ここでは，検討すべき案を漏れなく列

挙し，受益と負担の関係から最もよい案を地域住民が選

ぶことが重要である． 

地域公共交通計画の内容構成（表-3）は，策定プロセ
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表-2 地域公共交通計画の策定プロセス 

1. フレームワーク 

1.1 計画策定主体，実施・協力主体 

1.2 計画期間 

1.3 計画地域 

1.4 地域の将来像 

1.5 計画目標 

1.6 地域公共交通の分担領域 

2. 問題の明確化 

2.1 現状の生活・交通の把握 

2.2 将来の生活・交通の趨勢展望 

2.3 克服すべき問題点 

3. 調査 

3.1 地域特性 

3.2 需要側の特性 

3.3 供給側の特性 

4. サービス供給目標の設定 

4.1 保障の対象とする人々・活動の選定 

4.2 活動機会獲得地点の選定 

4.3 活動の保障時間帯・期間の選定 

4.4 サービス水準マトリクスの作成

5. 計画案の設計 

5.1 路線網計画案 

5.2 運用計画案 

5.3 調達方式 

6. 分析 

6.1 活動機会の保障水準の時空間分布 

6.2 顕在化する利用者数の予測 

6.3 供給コスト 

6.4 費用負担 

6.5 地域への影響 

7. 評価 

7.1 計画目標の達成水準 

7.2 受益と負担に関する地域の選択 

7.3 感度分析 

7.4 検討に含めなかった評価項目に関する吟味 

8. 公共調達の計画と実施 

8.1 採算・不採算路線の仕分け 

8.2 運輸事業者への路線割り付け 

8.3 契約 

1. 計画の背景 

2. 地域公共交通マスタープランの確認 

3. サービス供給基準の策定とゾーニング 

3.1 計画のフレーム 

3.2 地域特性 

3.3 地域構造と公共交通網の基本構造 

3.4 確保すべき活動機会 

3.5 ゾーンごとのサービス供給基準 

4. サービス供給計画 

4.1 輸送サービス 

4.2 運行形態 

4.3 路線網計画 

4.4 地域別運行計画 

4.5 運賃／地域負担 

4.6 運行費用・効率性の向上 

5. 公共調達計画 

5.1 採算・不採算路線の推定と仕分け 

5.2 運営形態の選定 

5.3 運輸事業者の選定 

6. 市民のコミットメント 

表-3 地域公共交通計画の内容構成 

スに基づきなされた検討結果と選ばれたサービス供給計

画を，地域公共交通計画としてまとめる際の構成を示し

たものである．これは，地域公共交通計画の一つのひな

型を示すと筆者らは考えている．詳細は，喜多ら1)を参

照されたい． 

 

 

3. 地域公共交通計画の策定に関する実証分析 
 

(1) 実証分析の位置づけ 

2007年10月に「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」が施行され，同法に基づく「地域公共交通総合

連携計画」が各地で立案されている．いくつかの地域で

は，地域の公共交通計画に関連する問題を具体化すると

ともに，まちづくりの目標や計画の理念，ならびにそれ

を達成するための数値目標を明確にし，事業計画の立案

に結び付けている事例も見られる14)． 

しかし，いずれも本研究で提案する「活動機会の保障

とそのための負担の組合せ」を「住民が選択する」とい

う考え方とは異なる枠組みに基づく計画である． 

こうした中で，奈良県生駒市において策定された地域

公共交通総合連携計画15)は，筆者らが提案した地域公共

交通計画の枠組みに準じて立案された．本研究ではその

内容を紹介するとともに，立案された計画の意義や提案

した枠組みの有効性について実証的な視点から考察する． 

 
 (2) 生駒市の概要と公共交通の課題 

奈良県生駒市は，奈良県北西部に位置する人口約12万

人（2010年）の都市である．大阪市の都心部まで約20km，

県都奈良市の中心部まで約12kmという距離にあり，両

市と鉄道で結ばれていることなどから，1960年代よりい

わゆるベッドタウンとして発展を遂げてきた．1970年に

は3万5千人余だった人口が1980年には約2倍の7万人に達

し，1995年には10万人を超えるなど，開発の進展ととも

に人口が急増してきた． 

しかし，人口の高齢化に起因して，生駒市の公共交通

に関して次のような課題が生じている． 

1) 早期に開発された住宅団地では，開発当初に入居し

た住民が70歳代に到達し，後期高齢者といわれる75歳

以上の人口比率が20％を超える地区がある．10年後を

見通すと，10地区以上で75歳以上人口比率が25％を超

えると見通される． 

2) 京阪神都市圏パーソントリップ調査によると，75歳

を超えると外出率やトリップの生成原単位が著しく低

下することが知られており，上記1)と考え合わせると，

生駒市では今後多くの地区で，高齢者でも容易に外出

できる公共交通サービスの提供が喫緊の課題となって

いることがわかる． 

3) 現在，いわゆる団塊世代（1947～1948年生まれ）が

退職期（65歳）を迎えている．ベッドタウンとして発

展した生駒市では，団塊世代が退職すると，大阪市や

奈良市などへの通勤交通が減少し，生駒市内での私用

目的の交通が増加するなど，生駒市をとりまく交通流

動が大きく変化することが見込まれる． 

4) 現状の公共交通体系は，通勤・通学流動を前提とし

た形態となっているほか，若い世代の居住を前提とし

たまちの形態（例えば，傾斜が急でも駅まで歩くこと

を前提とした住宅団地の開発や街区の構成）となって
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図-3 将来の地区別75歳以上人口の分布（2020年）

  

バス路線 

いる．これに対し，住民の高齢化に伴って短い距離で

も駅までの徒歩アクセスが困難な住民が増えるなどの

問題が顕在化している． 

このような公共交通の抱える課題に対し，生駒市では，

現状の公共交通体系のまま何も手を加えずに放置すれば，

近い将来，高齢者を中心に日常生活に必要な活動機会が

確保できない状況が生じると考えた．そして，これらの

課題に的確に対応するためには変化の全体像を見通し，

それが地域にどのような影響を及ぼすかを評価し，総合

的な視点から実行可能な解決策を見出すことが重要であ

るとの認識に至り，地域公共交通計画の枠組みに従って

計画立案することとなった． 

(3) 地域公共交通マスタープラン 

生駒市では，地域公共交通計画を策定するに当たり，

市の立場や考え方を明確にするとともに，それを市民に

対して宣明するため，表-1を参考に，生駒市の地域公共

交通マスタープランを「生駒市の地域公共交通に対する

考え」としてまとめ，計画書の冒頭にそれを明記した． 

表-4にその構成を示す． 

このうち，4)では「生駒市民の生活に必要な活動を支

えることは市が行うべき施策である」と明記され，公共

交通政策の推進に市が積極的に関与することが示された．

7)では，「公共交通サービスの充実に向け，必要な事業

を検討し推進する」とした上で，「事業推進の費用は市

と利用者，沿線の地域が適切に分担する」，「事業推進

にあたっては必要なルールを定める」として，市と利用

者，沿線地域が協力して公共交通サービスを提供するこ

とを明確にしている． 

 

(4)  地域公共交通計画の内容構成 

生駒市では，地域の公共交通サービスに対する市の取

り組み姿勢を明確にした上で，地域公共交通計画の策定

プロセスに従って地域公共交通計画の内容を検討した．

その結果を地域公共交通計画としてとりまとめた． 

これらの策定プロセスや地域公共交通計画の内容につ

いて，本稿に逐一記述することはできないが，提案する

地域公共交通計画の策定プロセスの考え方を体現してい

るいくつかの特徴的な点について，以下に記述する． 

a) 活動機会の確保 

生駒市では，通勤，通学，日常的な買い物，医療機関

での受診，ならびに人との交流（社交）が市民が日常生

活する上で必要な活動と位置づけた．これは，生活に必

要な最低限の活動に加え，今後増加する高齢者が元気に

暮らすためには，人との交流も必要であるとの考えであ

る．生駒市では，これらの活動機会を確保するために，

公共交通サービスを提供することとした． 

b) 公共交通サービスを提供する地区 

市民の活動機会を確保していくために，生駒市が支援

して公共交通サービスを提供する地区は，次の要件を満

たす地区とした． 

・公共交通サービスが提供されていないため，日常生活

に必要な活動ができずに困っている人が存在する地区． 

・その人数が一定以上あり，乗合の公共交通サービスで

対応することが必要な地区． 

・公共交通サービスの運営に対して，自治会の協力が得

られる地区． 

このうち，第2点は，公共交通サービスの提供は適切

な交通手段を用いて行うという考えに基づくものであり，

人数が少ない場合はタクシーなどの個別輸送手段で対応

するという考えである．第3点は，現段階では自家用車

表-4 「生駒市の地域公共交通に対する考え」の構成 

 

1) 人々の交流構造の把握 
2) 人々の移動の支援 
3) 公共交通サービスの確保 
4) 公共交通政策推進への市の役割 
5) 公共交通事業の効率的運営 
6) 公共交通サービス維持へ向けての市民との協働 
7) 市域の公共交通計画策定 
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等が利用可能でもやがては公共交通が必要となる時期が

来るという認識のもとで，地域の公共交通サービスは現

在の利用者のみではなく地域全体の問題であり，公共交

通の運営には住民や自治会の協力が不可欠であるとの考

えである．  

c) 提供されるサービス水準と負担の組合せからの住民

の選択 

公共交通サービスの提供に際し，生駒市は実行可能な

いくつかの代替案（サービスの内容とそれに対して利用

者が支払うべき対価）を提示し，沿線地域（沿線地域の

住民や自治会）がサービス内容と費用負担の組合せを選

択することにより，当該地域において提供する公共交通

サービスの内容を決定することとした． 

その際，公共交通サービスに対して利用者が支払う対

価は，定時・定路線の場合は既存の路線バスと同等の運

賃とし，小型車両による区域運行により利用者が希望す

る場所で乗降できる場合は，それに対する対価（例えば

100円）を加えることとした． 

計画案の決定に当たっては，計画対象路線の沿線地域

の自治会を通じてサービス内容の異なる代替案を複数提

示し，沿線地域の住民や自治会がその中から選択するこ

ととした． 

このように，利用者が支払うべき対価の基準や考え方

を明確にすることにより，地域間の公平性を確保すると

ともに，沿線地域が選択する際の判断がし易くなるよう

に配慮した． 

d) 公共交通サービスの運行費用負担に関するルール 

公共交通サービスの提供に必要な費用に対し，運賃収

入だけでは不足する場合，市民（市民や企業の納めた税

金を財源とする市の補助金）や沿線地域が負担すること

とした．その際，市民の負担は運行費用のうちの一定割

合（例えば50％）とし，運賃収入と市民の負担の合計が

運行費用を下回る場合は，沿線地域にその不足分の負担

を求めるか，運行費用が運賃収入と市民の負担の合計額

の範囲内に収まるよう，サービス水準を切り下げるかの

いずれかで対応することとした．どちらを選択するかは

沿線地域の判断に委ねることとした． 

a)～d)を実行することにより，図-1に示した「活動機

会の保障とそのための負担の組合せ」を「住民が選択す

る」という考え方を実践できる． 

e) 公共交通サービスを提供する地区の選定 

生駒市では，今後，市域の全体にわたって公共交通サ

ービスの提供が必要な地区が増加していくと考えられる．

地域公共交通計画では，個々の地区の計画策定の方法に

加え，生駒市全体において公共交通サービスを提供する

地区の選定の考え方やその優先順位について明記した． 

地区別の将来人口を予測すると，10年後には10地区以

上で75歳以上人口比率が20％を超えることが見込まれる

など，今後，公共交通サービスが必要となる地区は全市

にわたって増加することが必至である．生駒市では，地

区間の公平性を確保しつつ計画的に公共交通サービスを

提供するため，公共交通サービスを提供する地区の選定

基準を整理するとともに，公共交通サービスの提供の優

先順位を定める考え方を整理した． 

公共交通サービスを提供する地区の具体的な選定基準

は次のように定めた． 

・75歳以上人口が多く，駅やバス停までの距離が長い，

または地形が急峻で駅やバス停までのアクセスが困難

であると考えられる地区． 

・今後5～10年以内に同様の状況となる地区． 

・自治会から公共交通サービスの提供について要望があ

る地区． 

f) 整備優先順位の決定 

これらの要件を満たす地区は計画策定段階で18地区存

在し，次の考え方に基づきそれらの整備優先順位を決定

した． 

1) 公共交通サービスを必要とする人数や人口に占める

その割合が高い地区で，買い物や受診などの活動のた

めに公共交通を必要としている地区を優先する． 

2) 1)のうち，公共交通サービスが提供されていない地

区を優先する． 

3) 将来，公共交通サービスを必要とする人数や人口に

占めるその割合の増加が見込まれる地区は，その人数

や割合が高まった時点で公共交通サービスを提供する． 

4) 複数の地区から主要な医療機関（2次救急医療機

関）や公共施設へのアクセスについて考慮する． 

5) 公共交通を守り，維持していく取り組みができてい

る地区を優先する． 

6) 費用と便益のバランスについて考慮する． 

この考え方に従い，選定された18地区を表-5に示す4

区分に分類した．このうち，優先順位が1位に位置づけ

られた2つの地区については，計画立案に引き続いて運

行計画の内容や実施計画が検討され，2011年10月からコ

順位 区分 
1 直ちに検討に着手し，2～3年以内に公共交通

サービスの提供を目指す地区 
2 高齢化等の問題が顕在化すると考えられる

時期（概ね5年後）に合わせ，公共交通サー

ビスの提供を目指す地区 
3 高齢化等の問題が顕在化すると考えられる

時期（概ね10年後）に合わせ，公共交通サー

ビスの提供を目指す地区 
4 現在の公共交通サービスで問題に対応可能

と考えられる地区 

表-5 公共交通サービス提供の優先順位の区分
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ミュニティバスの運行が開始された． 

 

(5) 考察 

a) 地域公共交通マスタープランの宣言 

生駒市では，地域公共交通計画を取りまとめる際に，

計画書の冒頭で「地域公共交通に対する考え」を明記し，

生駒市が責任を持って公共交通サービスの提供に当たる

ことを宣言した．それにより，市の真剣に取り組む姿勢

が市民にも伝わって信頼関係が従来より増し，事業を進

める上で計画対象地域の自治会や市民の協力が得やすく

なったと考えられる． 

その具体例として，計画策定協議会で議論を始めた当

初，市民代表の委員から「計画は作っても本当に実行す

るのか」という意見が述べられたが，市が公共交通政策

の推進に積極的に関与することを地域公共交通マスター

プランで宣言することによって，このような疑念が払拭

され理解が深まったことがあげられる． 

b) 活動機会の確保 

計画策定に当たり，市の財源を用いて公共交通サービ

スを提供することにより確保すべき活動の機会を最初に

定めた．そして，地区別に75歳以上人口比率を推計する

などして，活動機会を確保すべき人がどこに居住してい

るのかを見定め，計画対象地区の選定や整備優先順位を

検討した．また，施策を具体化する際には，自治会との

協議を通じて地区の事情に応じた公共交通サービスの計

画案を策定した．これらのプロセスを経て計画内容を具

体化することにより，策定した計画によって，長距離ま

たは坂道の歩行が困難な高齢者など，外出に公共交通を

必要とする市民の多くが，日常生活で必要とする活動機

会を確保できると考えた． 

その成果については，計画に基づいて運行を開始した

コミュニティバスの沿線住民に対するアンケート調査結

果を示しながら，次章で詳しく述べる． 

c) 費用負担等に関するルールの明確化 

策定した地域公共交通計画では，市が公共交通サービ

スを提供して確保する活動機会や公共交通サービスを提

供する地区の選定の考え方，利用者と市民，沿線地域に

よる費用負担の考え方などを明確に記載した．その結果，

公共交通サービスの提供に関する地域間の公平性が確保

されるとともに，計画を推進する上での「拠り所」が明

確になった．それに加え，必要な場合は自らが費用を負

担してでも活動機会を確保する必要性が高い地区から順

次公共交通サービスを導入するという事業計画を立案す

ることが可能になった． 

d) サービス水準と負担の組合せに基づく住民選択 

このように，公共交通サービスの提供の考え方や費用

負担に関するルールを明確化することに加え，提供する

サービス水準と負担の組合せに関する代替案を市が提示

し，沿線地域の住民や自治会が選択する方式を実践した． 

これにより，旅客運送事業者や市役所が一方的にルー

トや時刻，運賃などを決定していた，あるいは要望と負

担の関係が必ずしも明確に関連づけられていなかった従

来の方法に対し，サービス水準と負担の組み合わせを選

ぶという形で沿線住民自らの意思が明確に計画に反映さ

れるようになった．具体的には，サービス提供の優先順

位が1位の地区で計画を具体化していく過程において，

沿線自治会から運行ルートやバス停の位置について当初

計画案よりも的を得た提案が自発的になされた． 

沿線の住民や自治会が，示された代替案から選択する

というプロセスを採ったことは，単に選択肢が広がった

だけではなく，住民や自治会の意思を示した対案を提案

するという行動につながり，地区の公共交通サービスに

ついて住民自らが考える機会を与えた．それにより，住

民や自治会が自らの地区の公共交通計画について関心を

持ち，主体的に取組む機運を醸成することが期待される． 

 

 

4．利用実績に基づく計画の評価 
 

(1) 概要 

生駒市では，2011年3月に地域公共交通計画を策定し

た後，計画の内容に従って，整備優先順位が1位に区分

された2地区において公共交通サービスの計画を具体化

し，同年10月より運行を開始した．策定した計画が当初

の目的どおりの効果を発揮しているかどうかを検証する

ため，運行開始から約2ヶ月が経過した同年12月に，そ

のうちの1つの地区の住民に対して公共交通サービスの

提供前後における活動実態などを調べるアンケート調査

を行った．ここではその調査結果を示しながら計画を評

価する．  

 

(2) 対象地区の概要  

a) 人口，地勢など 

アンケート調査の対象地区は，生駒市の中心部に位置

する生駒駅から南西に広がる傾斜の急な住宅地にあり

（直線距離約1.2kmの間の標高差が約200m），2011年10

月から運行が開始された生駒市コミュニティバス門前線

の沿線地区である．人口は約4,500人，65歳以上人口比率

は約24％である（いずれも2010年）． 

地区内の公共交通は，生駒駅と生駒山上を結ぶケーブ

ルカーの途中駅（宝山寺駅）があり，地区から生駒駅へ

のアクセスに利用されている．しかし，宝山寺駅を利用

するにも急坂や階段状の歩道を上り下りする必要がある

ほか，ケーブルカー以外の公共交通手段はタクシーに限

られるなど，市の中心部に近接しているが，公共交通利

用が困難な地区である． 
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b) 新たに導入された公共交通サービスの概要 

対象地区は，2010年時点で一部の町で75歳以上人口比

率が20％を超えていること，地形が急峻（勾配が10％以

上）であること，公共交通サービスが限定的であること

などから，地域公共交通計画で定めた基準に従い，公共

交通の整備優先順位が最高の区分に位置づけられた． 

対象地区では図-4に示す路線のコミュニティバスが導

入された．生駒駅を起終点とする反時計回りの巡回型の

路線で，起終点となる生駒駅南口の他に11の停留所が設

置されている．路線やバス停の配置については，沿線自

治会の意向を踏まえて設定した．運行は平日のみで，運

行時間帯は生駒駅南口発8:30～17:15，その間に概ね30分

～1時間間隔で14便が運行されている．  

車両は道路幅員などの制約から旅客の乗車定員12名の

ワゴン車（2ナンバー）であり，運賃は生駒市内の路線

バスとほぼ同等の大人1乗車150円である． 

計画では，1日当たりの利用者数を125人程度と予測し

たが，2011年11月には1日90～120人程度の利用があった． 

 

(3) アンケート調査の概要  

アンケート調査は，公共交通の利用者のみならず，公

共交通を提供したにも関わらず，それを利用できない人

の動向も把握する必要がある．そのため，対象地区の世

帯に調査票を配布し，交通機関を利用して外出する機会

が多いと考えられる高校生以上の世帯構成員全員に回答

を求めた．実施に当たっては，対象地区から600世帯を

無作為に抽出し，世帯人数分のアンケート調査票を郵送

配布し，配布から1週間程度を期限として郵送回収した．

その結果，203世帯351人から有効回答を得た． 

アンケート調査の調査項目は表-6に示すとおりである． 

 

(4) コミュニティバス運行に伴う活動機会の確保 

a) コミュニティバスの利用と外出機会の増加 

図-5，図-6はコミュニティバスの利用の有無について，

それぞれ年齢別，外出能力別に示したものである．また，

図-7，図-8は自分自身または家族がコミュニティバスを

利用した人を対象に，コミュニティバスの運行開始に伴

い，外出機会が増えたかどうかを同様の区分で示したも

のである． 

図-5より70代の60％，80歳以上の約半数がコミュニテ

ィバスを利用しているほか，図-7より70代の54％，80歳

以上の73％がコミュニティバスの開業後に外出機会が増

えたと回答している．これらの年齢層のコミュニティバ

ス利用率は他の年齢に比べて高い． 

外出能力別には，「体はつらいが何とか一人で外出で

きる」という人の61％がコミュニティバスを利用し，

71％が開業後に外出機会が増えたと回答しており，その

数値は「自分で無理なく外出できる」，「介助があれば

外出できる」という人と比べて突出して高い． 

このように，コミュニティバスの利用割合が高い層ほ

どコミュニティバスの開業後に外出機会が増えており，

バスの利用と外出機会には正の相関がみられる．すなわ

ち，コミュニティバスの利用によって新たな活動機会の

獲得につながったといえる．これより，生駒市の地域公

共交通計画の目的である「活動機会の確保」が達成され

たと評価できる．  

また，図-5と図-7，図-6と図-8を比較すると，年齢よ

り外出能力の違いの方が，コミュニティバスの利用や外

出機会の増加に関し，より顕著な差が表れている．この

ため，コミュニティバスの導入は身体的な制約で外出が

困難に感じている人の活動機会を高めたと評価できる． 

b) 活動機会の変化の内容 

そこで，外出能力に着目し，コミュニティバスの運行

図-4 対象地区におけるコミュニティバスの路線図

バス路線 

停留所 

標高（m） 200 

200m0m

表-6 アンケート調査項目 
［生駒駅・生駒駅周辺への外出について］ 

・外出目的と外出頻度 

・生駒駅までの利用交通手段（コミュニティバス導入前，

後について） 

［コミュニティバスの利用について］ 

・コミュニティバス利用の有無，利用頻度 

・主な利用区間 

・コミュニティバス導入に伴う外出機会の増減 

・コミュニティバス導入に伴う外出の変化の有無と理由 

［コミュニティバスのサービス内容に関する評価］ 

・改善すべきサービスと改善を希望する内容 

・希望する改善がなされたときに支払っても良い運賃 

・自由意見 

［個人属性］ 

・性別，年齢，住所 

・運転免許の有無，世帯での自動車保有の有無 

・外出能力（外出に際しての身体的制約の状況）  等 
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自分が利用

20%

24%

26%

60%

48%

35%

家族が利用

14%

11%

17%

13%

3%

13%

利用していない

66%

64%

57%

26%

48%

53%

回答

者数
50

98

69

68

31

320

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図-8 コミュニティバス開業後の外出機会の増減（外出能力別）

図-7 コミュニティバス開業後の外出機会の増減（年齢別）

図-6 コミュニティバス利用の有無（外出能力別）

図-5 コミュニティバス利用の有無（年齢別）
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に伴う活動機会の変化の内容を見ると（図-9），「体は

つらいが何とか一人で外出できる」という人の32％は

「以前は外出ができなかったが，今は容易に外出できる

ようになった」と回答しており，同じく46％の人は「以

前は必要最小限の外出しかできなかったが，今は娯楽や

趣味の外出もできるようになった」と回答している．こ

れらの項目は回答率が高いことに加え，「自分で無理な

く外出できる」という人の回答率との差が大きい． 

また，活動機会が変化した理由として，「坂道を歩く

距離が短くなった」という回答が最も多く，次に「タク

図-10 外出機会が変化した理由（外出能力別）

図-9 外出機会の変化の内容（外出能力別）
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2. 坂道を歩く距離が短くなった

（歩かなくてよくなった）から

3. タクシーより安価に外出できるように

なったから

4. 他の人に自家用車での送迎を

頼まなくて良くなったから

5. 以前は徒歩でしか外出できなかったが，

コミュニティバスを使えるようになったから

6. 付き添いや介助者がいなくても，

一人で外出できるようになったから

7. その他

自分自身で無理なく外出できる (n=62)

体はつらいが，何とか一人で外出できる (n=36)

他の人の介助があれば外出できる (n=3)

（複数回答）
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3. 同行者の都合を気にすることなく，

行きたい時間に外出できるようになった

4. 同行者の都合を気にすることなく，

行きたい場所に行けるようになった

5. 同行者に気遣いせず，

気楽に外出できるようになった

6. 生駒駅から電車に乗って遠出をしやすくなった

7. 特に変化はない

8. その他

自分自身で無理なく外出できる (n=96)

体はつらいが，何とか一人で外出できる (n=41)

他の人の介助があれば外出できる (n=4)

（複数回答）
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シーより安価に外出できるようになった」という回答が

多い．これら2つの項目では，外出能力が低くなるほど

回答率が高まっている． 

以上のことから，コミュニティバスの導入により，外

出に制約のある人の利用可能な交通手段が増えて活動機

会の獲得が容易になり，その結果，獲得できる活動機会

が多様化したと評価できる． 

これは，外出が困難な人の活動機会を確保するという，

地域公共交通計画が目指す方向に他ならない．  

 c) その他の外出機会の変化 

外出機会の変化の「その他」の回答として，「買い物

で重いものを買えるようになった」「たくさん買い物で

きるようになった」という回答が多く見られた．その回

答者には，「自分自身で無理なく外出できる」という40

～50代の女性が少なからず含まれている． 

また，アンケートの自由意見では，コミュニティバス

を利用することにより，子供を抱いて坂道を上って帰る

ことから解放されたという意見も書かれており，コミュ

ニティバスの導入によって様々な主体の活動機会が確保

されるようになったり，活動機会を容易に獲得できるよ

うになったと解釈できる． 

d) 活動機会の確保に対する費用負担 

3.(3)に示したように，新たな公共交通サービスの運行

に際し，利用者は既存の路線バス並みの運賃を支払うと

ともに，運行経費の50％を上限として市の財源で負担す

ることとした．運賃収入と市の負担分をを合わせても不

足する場合は，運賃収入を上げる，またはサービスを切

り下げて費用を削減する，のいずれかで対応することを

費用負担に関するルールとした． 

運行を始めた2011年10月から2012年3月までの半年間

の運行経費は約2,960千円，運賃収入は1,550千円，市の

負担は1,408千円（運行経費の47.6％）であった．市の負

担はルールで定めた上限以下であり，当初計画による費

用負担により，活動機会が確保できる結果となった． 

 

 

5. おわりに 
 

本研究では，筆者らが提案してきた地域公共交通計画

の策定の枠組みの概要を説明するとともに，その枠組み

に基づき，計画策定された生駒市の地域公共交通計画の

内容を示した．計画策定の考え方やプロセスを説明し，

その意義を考察することにより，提案した枠組みは地域

公共交通計画の策定に対して有効であることを示すこと

ができた． 

また，策定した計画に従って運行計画が立案され，開

業したコミュニティバスの沿線地区において実施したア

ンケート調査結果に基づき，策定した計画を評価した．

その結果，コミュニティバスの運行により，公共交通を

必要としている人の活動機会が確保されるとともに，獲

得できる活動機会が多様化していることが確認されるな

ど，計画の目的に見合った利用が実際になされているこ

とが明らかになった． 

一方で，現段階で提案した枠組みに基づく計画策定の

実践例は少ない．計画策定の事例を増やしながら，計画

策定プロセスの検証を行うことも必要である．この点に

ついて今後，さらに研究を進めていきたい． 
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A CASE STUDY OF LOCAL PUBLIC TRANSPORT PLAN 
—CONSIDERATION BASED ON THE CASE OF IKOMA CITY— 

 
Hideyuki KITA, Keiichi KISHINO, Masanori IMAI and Takashi OKADA 

 
Local public transport plan is formulated all over the country after the bus deregulation in 2002. It is 

important to notice the opportunity of activity instead of activity needs in local public transport planning. 
It is also important that residents choose the combination of the opportunity of activity secured by the 
public transport service and payment for it. Based on the idea, we have proposed the framework of local 
public transport planning, but there are still few examples actually planned according to its scheme. 

In such a situation, local public transport plan of Ikoma was formulated in accordance with the mean-
ing our proposal. It is provided the contents used as a future indicator. 

In this paper, we consider the meaning of the local public transport plan and the usefulness of the 
framework through a case study. 
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